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序序序序    章章章章    計画改訂の必要性計画改訂の必要性計画改訂の必要性計画改訂の必要性                                                                                 

 

✤市内路線バスは利用減少が続き、行政支援が不可欠な

状況であり、市が運営するぐるりんバスなどを含めた

公共交通の確保は、重要な地域課題となっている。 

✤そのため、平成２０年３月、田原市地域公共交通戦略

計画を策定し、施策を展開してきたが、その後の社会

情勢の変化から計画見直しの必要性が生じている。 

    

（１）（１）（１）（１）    現行計画現行計画現行計画現行計画    

 

道路運送法改正等により、地域が主体となった公共交通

の確保が必要となったことから、田原市地域公共交通戦

略計画（現行計画）が平成２０年３月に策定された。 

 

①①①①    現行計画現行計画現行計画現行計画策定時の状況策定時の状況策定時の状況策定時の状況        

    

ア）ア）ア）ア）市の状況市の状況市の状況市の状況                                                                                                                                                                

■半島で広い、３市街地と集落地域で構成、伊勢と西遠の中間点、等  々

 

イイイイ））））公共交通対策の必要性公共交通対策の必要性公共交通対策の必要性公共交通対策の必要性                                                                    

■高齢化・環境・エネルギー対策、交流  ■路線バス利用者の減少・

路線廃止等  ■公共交通に対する国県市財政負担増加 

 

②②②②    現行計画策定時の基本方針等現行計画策定時の基本方針等現行計画策定時の基本方針等現行計画策定時の基本方針等    

    

ア）ア）ア）ア）基本方針基本方針基本方針基本方針                                                                                                                                                                

「誰もが安心して移動できるまち」 

～地域公共交通ネットワークを「つくり」「守り」「育てる」ために～ 

 

イ）目 標 値 ウ）基幹路線等の位置付け エ）公共交通システムの確立方法 

オ）具体的な取組内容 ※省略    

 

（２）（２）（２）（２）    計画改訂の必要性計画改訂の必要性計画改訂の必要性計画改訂の必要性    

    

現行計画の策定後、田原市総合計画改定、路線バス・ぐる

りんバスに対する市財政負担増加、少子高齢化の顕在化、

三河田原駅整備完了などの地域状況が大きく変化した。 

 

ア）ア）ア）ア）総合計画の改訂総合計画の改訂総合計画の改訂総合計画の改訂                                                                                                                                                        

 

イ）イ）イ）イ）路線バスに対する路線バスに対する路線バスに対する路線バスに対する行政支援額行政支援額行政支援額行政支援額の増加の増加の増加の増加                                                                                                                

 

ウ）ウ）ウ）ウ）ぐるりんバスの利用減少・ぐるりんバスの利用減少・ぐるりんバスの利用減少・ぐるりんバスの利用減少・市経費市経費市経費市経費負担増加負担増加負担増加負担増加                                                                                                    

 

エ）エ）エ）エ）少子高齢化の顕在化少子高齢化の顕在化少子高齢化の顕在化少子高齢化の顕在化                                                                                                                                            

 

オ）オ）オ）オ）交通拠点交通拠点交通拠点交通拠点「三河田原駅」「三河田原駅」「三河田原駅」「三河田原駅」の整備完了の整備完了の整備完了の整備完了                                                                                                                

 

カ）カ）カ）カ）コミュニティ活動への期待コミュニティ活動への期待コミュニティ活動への期待コミュニティ活動への期待                                                                                                                                

    

（３）（３）（３）（３）    計画改訂の手順計画改訂の手順計画改訂の手順計画改訂の手順    

    

田原市地域公共交通戦略計画等検討会（平成24 年8 月設置）に

おいて、全世帯アンケート等の調査を実施したうえで、

計画改訂原案を作成し、パブリックコメント等を経て、

平成25年3月の田原市地域公共交通会議で決定する。 

 

    

    第第第第１１１１章章章章    公共交通の現状公共交通の現状公共交通の現状公共交通の現状                                                                                             

 

✤現行計画策定後の状況変化や、公共交通の維持・改善 

策として提案された各種取組が停滞している要因を明

らかする必要がある。 

✤そのため、公共交通の現状やまちづくりの動向を始め、

全世帯アンケート等の調査を実施し、公共交通をゼロ

から再検討するために必要な情報を把握した。    

    

（１）（１）（１）（１）    都市交通（移動）の現状都市交通（移動）の現状都市交通（移動）の現状都市交通（移動）の現状                

 

半島という地理的要因・農業等の産業構造から、著しい

マイカー依存社会となっており、これを補う形で公共交

通が存在しているが、その利用は減少し続けている。 

 

ア）ア）ア）ア）主な移動方法主な移動方法主な移動方法主な移動方法        ■全世帯アンケート ※重複回答数値                                      

■徒歩・自転車24％（徒歩12％、自転車12％） 

■自家用車90％（自ら運転76％、家族送迎10％、その他４％） 

■公共交通16％（渥美線6％、伊良湖本線・支線4％、ぐるりんバス3％、

タクシー2％、福祉有償輸送1％） 

 

イ）イ）イ）イ）車の保有車の保有車の保有車の保有        ■全世帯アンケート ※重複回答数値                                       

■車 3 台以上保有世帯 50％（4 台以上保有世帯 33％）、車を保有

しない世帯5％  ■２人家族の79％が２台以上の車保有 

 

ウ）ウ）ウ）ウ）移動及び公共交通の利用状況移動及び公共交通の利用状況移動及び公共交通の利用状況移動及び公共交通の利用状況        ■事業者報告値                         

■渥美線１４７万人、バス50 万人、タクシー14 万人  

 ＝ 陸上公共交通利用者推計値211万人 ※重複・往復利用含む 

 

 

【 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（２２２２））））    公共交通サービスの現状公共交通サービスの現状公共交通サービスの現状公共交通サービスの現状    

    

市内には、渥美線、伊良湖本線、伊良湖支線、ぐるりん

バス、乗合タクシー、タクシー、福祉有償運送、市・企

業等送迎バス、フェリー等海上交通が運行している。 

 

①①①①    公共交通公共交通公共交通公共交通等等等等の運行状況の運行状況の運行状況の運行状況    ※省略※省略※省略※省略    

    

②②②②    公共交通ネットワークの現状公共交通ネットワークの現状公共交通ネットワークの現状公共交通ネットワークの現状    ※※※※省略省略省略省略    

    

③③③③    公共交通網の対応状況公共交通網の対応状況公共交通網の対応状況公共交通網の対応状況    

・市内ほぼ全域が鉄道駅・バス停の勢圏に入っており、

さらにタクシー等が移動ニーズに対応している。 

※バス停勢圏＝500m    

    

（３）（３）（３）（３）    関連事項の現状（調査結果）関連事項の現状（調査結果）関連事項の現状（調査結果）関連事項の現状（調査結果）※省略※省略※省略※省略    

 

    

    第第第第２２２２章章章章    公共交通の公共交通の公共交通の公共交通の課題課題課題課題                                                                                     

 

✤市の都市形成（地域づくり）の考え方と公共交通に求めら

れる役割を再確認したうえで、公共交通の現状（第１章）

を踏まえ、公共交通に関連する課題を抽出した。 

✤そして、課題解決のためには、どのような視点で公共

交通を考えて行く必要があるのかを整理した。 

 

 

（１）（１）（１）（１）    都市形成の方針確認都市形成の方針確認都市形成の方針確認都市形成の方針確認 

    

都市形成の方

針は、総合計

画・都市マスタ

ープラン等に

位置付けられ

ている。    

    

    

①①①①    市街地と集落部の機能配分の考え方市街地と集落部の機能配分の考え方市街地と集落部の機能配分の考え方市街地と集落部の機能配分の考え方            

・田原・福江・赤羽根の各市街地に商業等集客施設を始

めとするサービス供給機能を集中整備し、集落部との

移動性向上により、効率的に都市形成する。 

    

②②②②    人口維持の考え方人口維持の考え方人口維持の考え方人口維持の考え方    

・市街地・集落部ともに機能に応じて整備することで、

市全体の人口を維持する。 

    

③③③③    実現手法実現手法実現手法実現手法    

・市民・地域・事業者・行政等の参加・協働（自助・共助・

公助）でまちづくりを進める。※田原市市民協働まちづくり条例 

 

（２）（２）（２）（２）    公共交通に関わる課題公共交通に関わる課題公共交通に関わる課題公共交通に関わる課題 

 

公共交通のあり方を左右する都市形成・都市交通・地域

社会の動向に関する課題を整理する。 

 

①①①①    都市形成・都市交通の課題都市形成・都市交通の課題都市形成・都市交通の課題都市形成・都市交通の課題    

 

ＡＡＡＡ        都市サービス水準は高くなく、市内で都市サービス水準は高くなく、市内で都市サービス水準は高くなく、市内で都市サービス水準は高くなく、市内ではははは充足できない充足できない充足できない充足できない

ＢＢＢＢ    行動範囲の拡大により、都市機能行動範囲の拡大により、都市機能行動範囲の拡大により、都市機能行動範囲の拡大により、都市機能は広域的には広域的には広域的には広域的に集約化集約化集約化集約化 

ＣＣＣＣ    交通網整備交通網整備交通網整備交通網整備（特に道路）（特に道路）（特に道路）（特に道路）に対に対に対に対する市民のする市民のする市民のする市民の不満不満不満不満は大きいは大きいは大きいは大きい 

ＤＤＤＤ    全人口の７割が集落部に居住全人口の７割が集落部に居住全人口の７割が集落部に居住全人口の７割が集落部に居住 

ＥＥＥＥ    本市は著しいマイカー依存社会本市は著しいマイカー依存社会本市は著しいマイカー依存社会本市は著しいマイカー依存社会 

ＦＦＦＦ    市街地中心部の活力が低下市街地中心部の活力が低下市街地中心部の活力が低下市街地中心部の活力が低下 

ＧＧＧＧ    集落部の商業等が衰退集落部の商業等が衰退集落部の商業等が衰退集落部の商業等が衰退 

ＨＨＨＨ    高齢人口は着実に増加高齢人口は着実に増加高齢人口は着実に増加高齢人口は着実に増加 

ＩＩＩＩ    高齢化によりマイカー高齢化によりマイカー高齢化によりマイカー高齢化によりマイカー前提前提前提前提のののの生活が難しくな生活が難しくな生活が難しくな生活が難しくなるるるる 

ＪＪＪＪ    人口減少等により、地域活力が低下人口減少等により、地域活力が低下人口減少等により、地域活力が低下人口減少等により、地域活力が低下 

ＫＫＫＫ    高齢者のかかわる交通事故が増加高齢者のかかわる交通事故が増加高齢者のかかわる交通事故が増加高齢者のかかわる交通事故が増加 

ＬＬＬＬ        市街地への集約整備市街地への集約整備市街地への集約整備市街地への集約整備の必要性の必要性の必要性の必要性

    

    

    

    

    

    

    

②②②②    公共交通の課題公共交通の課題公共交通の課題公共交通の課題    

 

ＡＡＡＡ    公共交通は二次的手段で、現状公共交通は二次的手段で、現状公共交通は二次的手段で、現状公共交通は二次的手段で、現状などなどなどなどの認識は高くないの認識は高くないの認識は高くないの認識は高くない 

ＢＢＢＢ    利用減少が続くと各公共交通のサービス低下や利用減少が続くと各公共交通のサービス低下や利用減少が続くと各公共交通のサービス低下や利用減少が続くと各公共交通のサービス低下や廃線廃線廃線廃線 

ＣＣＣＣ    歳をとったとき歳をとったとき歳をとったとき歳をとったときのためにのためにのためにのために公共交通の確保を望む公共交通の確保を望む公共交通の確保を望む公共交通の確保を望む 

ＤＤＤＤ    公共交通の役割分担・連携公共交通の役割分担・連携公共交通の役割分担・連携公共交通の役割分担・連携やややや利活用が利活用が利活用が利活用が不足不足不足不足 

ＥＥＥＥ    移動確保移動確保移動確保移動確保のののの公費負担公費負担公費負担公費負担の適正化・削減が求められているの適正化・削減が求められているの適正化・削減が求められているの適正化・削減が求められている    

ＦＦＦＦ    路線バス等の課題路線バス等の課題路線バス等の課題路線バス等の課題対応は、東三河対応は、東三河対応は、東三河対応は、東三河の状況の状況の状況の状況考慮を要する考慮を要する考慮を要する考慮を要する 

ＧＧＧＧ    公共交通の主要利用者である高校通学者の減少公共交通の主要利用者である高校通学者の減少公共交通の主要利用者である高校通学者の減少公共交通の主要利用者である高校通学者の減少 

ＨＨＨＨ    高齢者高齢者高齢者高齢者ののののマイカーから公共交通へのマイカーから公共交通へのマイカーから公共交通へのマイカーから公共交通への乗換乗換乗換乗換が進が進が進が進まないまないまないまない 

ＩＩＩＩ    サービス内容サービス内容サービス内容サービス内容等等等等に応じた運賃設定に応じた運賃設定に応じた運賃設定に応じた運賃設定だだだだが、納得性が低いが、納得性が低いが、納得性が低いが、納得性が低い 

ＪＪＪＪ    駅やバス停の待合環境・乗継環境が劣悪駅やバス停の待合環境・乗継環境が劣悪駅やバス停の待合環境・乗継環境が劣悪駅やバス停の待合環境・乗継環境が劣悪 

ＫＫＫＫ    運行情報・活用情報の提供が不十分運行情報・活用情報の提供が不十分運行情報・活用情報の提供が不十分運行情報・活用情報の提供が不十分 

ＬＬＬＬ    地域一丸となった公共交通の地域一丸となった公共交通の地域一丸となった公共交通の地域一丸となった公共交通の改善体制が整っていない改善体制が整っていない改善体制が整っていない改善体制が整っていない 

ＭＭＭＭ    民間路線バスとぐるりんバスの競合・運賃格差民間路線バスとぐるりんバスの競合・運賃格差民間路線バスとぐるりんバスの競合・運賃格差民間路線バスとぐるりんバスの競合・運賃格差があるがあるがあるがある    

ＮＮＮＮ    ぐるりんバスは市街地内で路線が錯綜し分かりにくいぐるりんバスは市街地内で路線が錯綜し分かりにくいぐるりんバスは市街地内で路線が錯綜し分かりにくいぐるりんバスは市街地内で路線が錯綜し分かりにくい 

ＯＯＯＯ    市の送迎・移動支援等市の送迎・移動支援等市の送迎・移動支援等市の送迎・移動支援等との関係との関係との関係との関係が整理されていないが整理されていないが整理されていないが整理されていない 

ＰＰＰＰ    企業送迎や移動助け合いなども求められている企業送迎や移動助け合いなども求められている企業送迎や移動助け合いなども求められている企業送迎や移動助け合いなども求められている 

 

（（（（３３３３））））    課題課題課題課題解決のための検討方針（視点）解決のための検討方針（視点）解決のための検討方針（視点）解決のための検討方針（視点）    

    

著しいマイカー依存社会であることを認識しつつ、今後、

公共交通に求められる視点を整理し、検討方針とする。 

 

①①①①    まちづくりとまちづくりとまちづくりとまちづくりと公共交通に関する総合的視点公共交通に関する総合的視点公共交通に関する総合的視点公共交通に関する総合的視点        

 

ア）ア）ア）ア）公共交通によ公共交通によ公共交通によ公共交通によるるるる都市機能の向上・地域活性化都市機能の向上・地域活性化都市機能の向上・地域活性化都市機能の向上・地域活性化         

■都市形成の方針に従った市街地間の移動確保  

■各市街地機能・施設へのアクセス状況に応じた施設送迎 

 

イ）イ）イ）イ）高齢者等移動困難者増加に応高齢者等移動困難者増加に応高齢者等移動困難者増加に応高齢者等移動困難者増加に応じたじたじたじたサービス水準確保サービス水準確保サービス水準確保サービス水準確保             

■利便性に応じた機能分担 ■かしこい車利用 ■現水準の公共交

通の存続 ■利用者・地域目線で交通事業の改善 

 

ウ）ウ）ウ）ウ）家族・地域で移動を支え合う地域社会家族・地域で移動を支え合う地域社会家族・地域で移動を支え合う地域社会家族・地域で移動を支え合う地域社会のののの構築構築構築構築            

■集落部の変化を想定した移動確保 ■自助・共助の移動 ■協働 

 

②②②②    公共交通公共交通公共交通公共交通ののののネットワークネットワークネットワークネットワーク向上に関する向上に関する向上に関する向上に関する視点視点視点視点    

 

ア）ア）ア）ア）役割役割役割役割のののの明確化明確化明確化明確化によるによるによるによるネットワーク全体の維持・強化ネットワーク全体の維持・強化ネットワーク全体の維持・強化ネットワーク全体の維持・強化                         

■公共交通の分担・連携による全体の利便性等向上 ■公共交通は東

三河のネットワーク状況を考慮 ■高齢者利用のきっかけづくり 

■駅・バス停等の待合環境の改善 ■片道・雨天時利用の促進等通学

利用の拡大 ■乗車体験・ＰＲなど公共交通全体の利用促進 

 

イ）イ）イ）イ）役割・サービス水準に応じた納得性の高い料金設定役割・サービス水準に応じた納得性の高い料金設定役割・サービス水準に応じた納得性の高い料金設定役割・サービス水準に応じた納得性の高い料金設定                     

■サービス内容に応じた運賃設定 ■民間路線バスと市コミバスの

運賃格差是正 ■常連客を獲得する運賃制度 

 

ウ）ウ）ウ）ウ）公共交通ではカバーできない移動は施設送迎等利用公共交通ではカバーできない移動は施設送迎等利用公共交通ではカバーできない移動は施設送迎等利用公共交通ではカバーできない移動は施設送迎等利用                 

■施設等送迎との機能分担の明確化         

        田原市地域公共交通戦略計画田原市地域公共交通戦略計画田原市地域公共交通戦略計画田原市地域公共交通戦略計画        改訂改訂改訂改訂案概要案概要案概要案概要         
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    第第第第３３３３章章章章    公共交通戦略公共交通戦略公共交通戦略公共交通戦略計画計画計画計画                                                                                 

 

✤計画改訂の必要性（序章）、公共交通の現状（第１章）、

公共交通の課題（第2章）を踏まえ、将来像・方針等の

検討では、「何のための公共交通機能」で「誰に責任

があり」「改善のために何をしたら良いか」を明確に

しながら、実現性向上を図ることとした。    

✤本章（１）将来像・取組姿勢で何のための公共交通で

誰に責任があるのかを、（２）（３）の基本方針で改

善のために何をしたら良いのかを整理した。 

    

（１）（１）（１）（１）    将来像・取組姿勢将来像・取組姿勢将来像・取組姿勢将来像・取組姿勢    

 

公共交通の現状・課題を踏まえ、公共交通によって実現

しようとする地域社会の将来像と取組姿勢を設定した。 

    

①①①①    将将将将    来来来来    像像像像  

・公共交通によって実現を目指す地域社会の将来像･･･ 

 

  だれもが安心して移動できるまちだれもが安心して移動できるまちだれもが安心して移動できるまちだれもが安心して移動できるまち                

    

〔何のための公共交通機能か〕〔何のための公共交通機能か〕〔何のための公共交通機能か〕〔何のための公共交通機能か〕    

■田原市は、田原・福江・赤羽根の市街地を充実させること

で、効果的かつ効率的な都市形成を目指すとともに、市内

で不足する都市機能は豊橋市などの広域圏と連携しながら

安心して暮らせるまちづくりを進めている。 

・そのため、市街地間や集落部から市街地への移動を確保す

る必要があり、そのほとんどでマイカーが利用されている

ものの、マイカー移動ができない高齢者・学生、マイカー

が利用できないときの移動を確保する必要性が高まってお

り、これに対応するのが公共交通の使命となっている。 

    

②②②②    取組姿勢取組姿勢取組姿勢取組姿勢        

・地域社会の将来像を実現するための取組姿勢･･･ 

 

     協協協協働で“つくり・守り・育てる”働で“つくり・守り・育てる”働で“つくり・守り・育てる”働で“つくり・守り・育てる”

公共交通網公共交通網公共交通網公共交通網        

    

〔誰に責任があるか〕〔誰に責任があるか〕〔誰に責任があるか〕〔誰に責任があるか〕    

■田原市のまちづくりは、自助・共助・公助による課題対応

を基本姿勢としており、“移動確保”も、まずは個人が徒歩・

マイカー・民間公共交通利用などで対応し、次にそれらの

手段が使えない場合には地域内の助け合いで対応し、更に

個人や地域内の助け合いでは対応できない市全体に関わる

移動を市で確保する。 

・したがって、原則的には個人自らの方法や民間公共交通で

生活に必要な移動を確保するが、市が各施策を進めるため

に確保・支援する必要性が高い場合や、地域の助け合いと

して確保・支援する必要性のある“移動”もあり、これら

の目的・意義を明確化し、市民・地域・行政・事業者等が

連携・協力し、地域全体の責任として“だれもが安心して

移動できるまち”を実現する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

①①①①    幹線乗合交通幹線乗合交通幹線乗合交通幹線乗合交通の役割の役割の役割の役割・確保方針・確保方針・確保方針・確保方針    

・交通事業者が運行する公共交通網の基軸（最重要機能）

として、都市機能の向上や地域活性化を支えていること

を踏まえ、市民・地域・行政の連携で維持・強化する。 

 

ア）中枢幹線ア）中枢幹線ア）中枢幹線ア）中枢幹線乗合交通乗合交通乗合交通乗合交通        主体）交通事業者主体）交通事業者主体）交通事業者主体）交通事業者                                                                                                                             

■田原市街地・福江市街地・豊橋市街地及び主要施設の移動確保 

■渥美線【三河田原～新豊橋】、伊良湖本線【田原～福江】 

■市街地・主要施設・交通結節点及びそれらを結ぶ沿線地域 

■都市形成及びニーズに応じた利便性・有効性の高い運行実現 

 

イ）地域連携幹線イ）地域連携幹線イ）地域連携幹線イ）地域連携幹線乗合交通乗合交通乗合交通乗合交通        主体）交通事業者主体）交通事業者主体）交通事業者主体）交通事業者                                                                                                                

■豊橋藤沢と田原市街地、福江と伊良湖岬、鳥羽等の移動確保 

■伊良湖本線【田原～豊橋、福江～伊良湖岬】、伊勢湾フェリー等 

■市街地・主要施設・交通結節点及びそれらを結ぶ沿線地域 

■地域連携による都市機能強化及びニーズに対応 

 

ウ）ウ）ウ）ウ）補助幹線補助幹線補助幹線補助幹線乗合交通乗合交通乗合交通乗合交通        主体）交通事業者主体）交通事業者主体）交通事業者主体）交通事業者                                                                                                                                            

■田原・福江（中枢幹線）と赤羽根市街地近隣地域の移動確保 

■伊良湖支線【田原市街地～赤羽根市街地～福江市街地】 

■市街地・主要施設・交通結節点及びそれらを結ぶ沿線地域 

■中枢幹線を補う形で赤羽根市街地近隣地域におけるニーズに対応

※特に昼間ダイヤ増便 

    

②②②②    コミュニティ乗合交通の役割コミュニティ乗合交通の役割コミュニティ乗合交通の役割コミュニティ乗合交通の役割・確保方針・確保方針・確保方針・確保方針    

・幹線乗合交通を補う地域互助として、地域コミュニティ・

市・交通事業者が協働し、集落地域から市街地への移動

を確保する。 

 

ア）ぐるりんバスア）ぐるりんバスア）ぐるりんバスア）ぐるりんバス        主体）市・主体）市・主体）市・主体）市・地域コミュニティ地域コミュニティ地域コミュニティ地域コミュニティ・交通事業者・交通事業者・交通事業者・交通事業者                            

■集落地域から市街地への移動確保（一定基準以上の移動ニーズに対応） 

■幹線乗合交通が運行しない校区・幹線から遠い集落のある校区 

■地域コミュニティと市の協働によるニーズに応じた運行実現 

※幹線乗合交通との役割分担・競合回避、設置・廃止基準明確化が不可欠 

    

イ）地域乗合イ）地域乗合イ）地域乗合イ）地域乗合タクシータクシータクシータクシー        主体）主体）主体）主体）地域コミュニティ地域コミュニティ地域コミュニティ地域コミュニティ・交通事業者・交通事業者・交通事業者・交通事業者                

■集落地域から市街地への移動確保（一定基準以上の移動ニーズに対応） 

■ぐるりんバス運行対象区域でぐるりんバスが運行できない校区 

■地域コミュニティ主体による利用ニーズに応じた運行の実現 

※幹線乗合交通・ぐるりんバスとの競合回避、設置廃止基準明確化・遵守 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

③③③③    有償パーソナル交通有償パーソナル交通有償パーソナル交通有償パーソナル交通の役割の役割の役割の役割・確保方針・確保方針・確保方針・確保方針    

・交通事業者等が主体となって、乗合交通で対応できない

個人単位の移動を確保する。 

 

■ニーズに応じた運行体制、利用しやすさ向上・きっかけづくり 

    

ア）ア）ア）ア）タクシータクシータクシータクシー        主体）交通事業者主体）交通事業者主体）交通事業者主体）交通事業者                                                                                

■２４時間・３６５日、ドア・ツー・ドアの移動確保 

 

イ）福祉有償運送イ）福祉有償運送イ）福祉有償運送イ）福祉有償運送        主体）福祉団体等主体）福祉団体等主体）福祉団体等主体）福祉団体等                                                        

■身体的障がいを抱えた移動困難者の移動確保 

 

ウ）ウ）ウ）ウ）貸切バス、レンタカー、レンタサイクル貸切バス、レンタカー、レンタサイクル貸切バス、レンタカー、レンタサイクル貸切バス、レンタカー、レンタサイクル        主体）事業者等主体）事業者等主体）事業者等主体）事業者等            

■個人又は団体が自らの運転により移動確保 

    

④④④④    政策交通政策交通政策交通政策交通の役割の役割の役割の役割・確保方針・確保方針・確保方針・確保方針    

・市施策担当部門が主体となって、市街地活性化、福祉、

観光、教育等の施策実現に必要な移動を関係者と連携・

協力しながら確保する。 

・乗合交通等を有効活用し、各施策を効率的に実現する。 

 

ア）市街地循環バスア）市街地循環バスア）市街地循環バスア）市街地循環バス        主体）市の都市建設部門主体）市の都市建設部門主体）市の都市建設部門主体）市の都市建設部門                                                    

■市街地の活性化・利便性向上を図るための移動確保 

■幹線・コミュニティ乗合交通と連携した分かりやすい運行体制 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

イ）ライフランド巡回バスイ）ライフランド巡回バスイ）ライフランド巡回バスイ）ライフランド巡回バス        主体）主体）主体）主体）市の健康福祉部門市の健康福祉部門市の健康福祉部門市の健康福祉部門                        

■渥美地域内の移動困難者をライフランド（市福祉施設）に送迎 

■公共交通不便地域の移動確保 

 

ウ）小ウ）小ウ）小ウ）小中中中中学校スクールバス学校スクールバス学校スクールバス学校スクールバス        主体）市の教育部門主体）市の教育部門主体）市の教育部門主体）市の教育部門                                                

■白谷地区等の遠距離通学児童を小中学校に送迎 

■幹線乗合交通・コミュニティ乗合交通との連携・役割分担 

 

エエエエ）イベント送迎バス）イベント送迎バス）イベント送迎バス）イベント送迎バス        主体）市の産業振興部門等主体）市の産業振興部門等主体）市の産業振興部門等主体）市の産業振興部門等                                            

■菜の花まつり・市民まつり等の観光イベント時の送迎 

■幹線乗合交通・コミュニティ乗合交通との連携・役割分担 

 

オ）その他政策的な移動確保オ）その他政策的な移動確保オ）その他政策的な移動確保オ）その他政策的な移動確保        主体）市の各施策部門主体）市の各施策部門主体）市の各施策部門主体）市の各施策部門                            

■霊柩車（バス等）、財政課所管バス、無料レンタサイクル 

    

⑤⑤⑤⑤    その他移動活動のその他移動活動のその他移動活動のその他移動活動の役割役割役割役割・促進方針・促進方針・促進方針・促進方針    

・企業活動の顧客・従業員の移動確保（企業送迎）、社会福祉団

体・地域の助け合いによる移動確保を促進する。 

 

ア）企業送迎ア）企業送迎ア）企業送迎ア）企業送迎    イ）助け合い活動イ）助け合い活動イ）助け合い活動イ）助け合い活動        主体）企業・団体等主体）企業・団体等主体）企業・団体等主体）企業・団体等                    

■飲食店・ホテル・病院・自動車学校・スポーツ教室・従業員送迎車

（バス等） ■福祉バス、自家用車送迎 ■活動しやすい環境づくり    

  

 

 公共交通の補完関係図  

 
第一改善方針として、「幹線乗合交通」を公共交通の基軸とし、その範囲外

を「コミュニティ乗合交通」「有償パーソナル交通」「政策交通」が順次補完

（分担・連携）しながら公共交通ネットワークを形成し、更にそれらを企業送迎・

助け合い活動が補うことで市民等の移動を確保する。 

（２）（２）（２）（２）    公共交通の役割明確化に関する基本方針公共交通の役割明確化に関する基本方針公共交通の役割明確化に関する基本方針公共交通の役割明確化に関する基本方針    

 

 

 

第一 渥美線・伊良湖本線等の幹線乗合交通を軸に、コミュニティ乗合交通、有償パーソナル交通、政策交通の役割・関係性を明確化したうえで改善に取り組む

ことで、競合・重複や運賃格差等を解消し、公共交通ネットワーク全体の効率性・有効性等（利便性・費用対効果等）の向上が期待できる点 

 

第二 ぐるりんバス等のコミュニティ乗合交通は、幹線乗合交通との役割分担に従って運賃適正化・幹線乗継環境整備等に取り組むことで、地域コミュニティが

主体となった自由な路線設定・改善等ができるようになる点 

 

第三 ぐるりんバス６路線が田原市街地内で重複する部分を市街地活性化を目的とする政策交通「市街地循環バス」として独立させ、使いやすく改善するなど、

乗合交通を補完・連携する形で、市の各部門がそれぞれの施策目的に応じて移動手段（スクールバス・巡回バス等運行）確保に取り組むことを明確化した点 

改訂 

 

 公共交通ネットワークの概念図  

 



田原市地域公共交通戦略計画改訂案（概要） 

3 

 

    第第第第４４４４章章章章    計画の推進計画の推進計画の推進計画の推進                                                                                                                            

 

✤将来像・取組姿勢・各基本方針を実現（推進）するため、全体及び個別の取組内容等を整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公共交通■公共交通■公共交通■公共交通    

ネットワークネットワークネットワークネットワーク    

関係図関係図関係図関係図    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

（１）（１）（１）（１）    具体的な取組具体的な取組具体的な取組具体的な取組内容内容内容内容    

 

公共交通を確保・維持・改善するために誰が（責任を持って）・

何をするかを明確化する。 

 

①①①①    公共交通公共交通公共交通公共交通全体の全体の全体の全体の具体的な取組具体的な取組具体的な取組具体的な取組    

・全公共交通が共通又は連携した取組を進め、公共交通

ネットワーク全体の効率性・有効性を向上させる。 

    

ア）ア）ア）ア）運行内容・運賃等の改善運行内容・運賃等の改善運行内容・運賃等の改善運行内容・運賃等の改善                                                                                                                                        

共通ＡＡＡＡ 駅・バス停留所の待合・乗継環境の改善 

共通ＢＢＢＢ 結節円滑化による公共交通全体の利便性・運行効率向上 

共通ＣＣＣＣ 乗合交通利用拡大のための共通乗車券・乗継割引 

共通ＤＤＤＤ 市施策推進のための高齢者利用支援・割引等 

    

イ）イ）イ）イ）運行情報の提供・ＰＲの改善運行情報の提供・ＰＲの改善運行情報の提供・ＰＲの改善運行情報の提供・ＰＲの改善                                                                                                                                        

共通ＥＥＥＥ 運行情報伝達の強化（総合交通案内・地域別時刻表作成等） 

共通ＦＦＦＦ 目的に応じた利用・活用情報の提供（活用事例紹介等） 

共通ＧＧＧＧ 市内交通機能の現状・課題の周知（運行実績・問題点周知等） 

共通ＨＨＨＨ イベントによるＰＲ（利用体験事業、沿線地域紹介等） 

    

ウ）ウ）ウ）ウ）取組を推進する体制の確立取組を推進する体制の確立取組を推進する体制の確立取組を推進する体制の確立                                                            

共通ＩＩＩＩ 地域等による利用促進活動具体化（利用促進協議会等設置） 

共通ＪＪＪＪ 各公共交通の利用ニーズ把握・迅速な改善体制構築 

共通ＫＫＫＫ 公共交通ネットワーク確保維持の調整強化（行政支援最適化） 

 

②②②②    幹線乗合交通幹線乗合交通幹線乗合交通幹線乗合交通における具体的な取組における具体的な取組における具体的な取組における具体的な取組    

・サービス水準（利便性・定時性・速達性等）を確保する。 

主体）交通事業者 協働）国県市・地域・学校・市民等       

    

ア）ア）ア）ア）運行内容・運賃等の改善運行内容・運賃等の改善運行内容・運賃等の改善運行内容・運賃等の改善                                                                                                                                        

共通Ａ（バス停上屋・駐輪場・夜間照明等）・共通Ｂ・共通Ｃ・共通Ｄ 

個別ＡＡＡＡ 路線・結節点の見直し（高校・観光施設近接化等） 

個別ＢＢＢＢ サービス水準確保のための便数見直し（伊良湖支線増便等） 

個別ＣＣＣＣ 市街地等均一運賃見直し 

個別ＤＤＤＤ 回数券・定期券等割引制度開発（長期通学定期等） 

 

イ）イ）イ）イ）運行情報の提供・ＰＲの改善運行情報の提供・ＰＲの改善運行情報の提供・ＰＲの改善運行情報の提供・ＰＲの改善                                                                                                                                        

共通Ｅ（地域別時刻表・案内改善等）・共通Ｆ・共通Ｇ・共通Ｈ 

    

ウ）ウ）ウ）ウ）取組を推進する体制の確立取組を推進する体制の確立取組を推進する体制の確立取組を推進する体制の確立                                                            

共通Ｉ・共通Ｊ（改善の仕組みづくり等）・共通Ｋ（行政支援最適化等） 

 

③③③③    コミュニティ乗合交通コミュニティ乗合交通コミュニティ乗合交通コミュニティ乗合交通における具体的な取組における具体的な取組における具体的な取組における具体的な取組    

・幹線乗合交通を補完し、状況に応じた移動を確保する。 

主体）市・地域コミュニティ・交通事業者 支援）国県等       

    

ア）ア）ア）ア）運行内容・運賃等の改善運行内容・運賃等の改善運行内容・運賃等の改善運行内容・運賃等の改善                                                                                                                                    

共通Ａ（バス停上屋・照明等）・共通Ｂ・共通Ｃ・共通Ｄ（福祉バス券等） 

個別ＥＥＥＥ 校区コミによる路線等計画（校区別運行ブロック設定、幹線乗

合交通運賃競合校区の市街地乗入禁止・幹線接続）  

個別ＦＦＦＦ 運行基準見直し・適正運用（新設・廃止基準見直し、改善猶予

期間・地域生活環境補正設定等） 

個別ＧＧＧＧ 運賃見直し（大人２００円以上、子ども無料） 

個別ＨＨＨＨ 各種回数券・定期券等開発（ぐるりんバス回数券・定期券等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ）イ）イ）イ）運行情報の提供・ＰＲの改善運行情報の提供・ＰＲの改善運行情報の提供・ＰＲの改善運行情報の提供・ＰＲの改善                                            

共通Ｅ（地域別時刻表・案内改善等）・共通Ｆ（活用事例等）・共通Ｇ（運行

実績・問題点周知等）・共通Ｈ（利用体験事業等） 

 

ウ）ウ）ウ）ウ）取組を推進する体制の確立取組を推進する体制の確立取組を推進する体制の確立取組を推進する体制の確立                                                            

共通Ｉ（利用促進組織設置等）・共通Ｊ・共通Ｋ（行政支援最適化等） 

 

④④④④    有償パーソナル交通有償パーソナル交通有償パーソナル交通有償パーソナル交通における具体的な取組における具体的な取組における具体的な取組における具体的な取組    

・利用特性に応じた充実や利用しやすさを向上する。 

主体）交通事業者 協働）国県市・地域・市民等            

 

ア）ア）ア）ア）運行内容・運賃等の改善運行内容・運賃等の改善運行内容・運賃等の改善運行内容・運賃等の改善                                                    

共通Ａ・共通Ｂ・共通Ｃ・共通Ｄ 

個別ＩＩＩＩ 需要に応じた配車確保（観光タクシー、福祉運送等） 

個別ＪＪＪＪ 免許返納者割引開発等（高齢者交通安全対策・利用促進ＰＲ） 

 

イ）イ）イ）イ）運行情報の提供・ＰＲの改善運行情報の提供・ＰＲの改善運行情報の提供・ＰＲの改善運行情報の提供・ＰＲの改善                                            

共通Ｅ（地域別標準運賃表作成等）・共通Ｆ・共通Ｇ・共通Ｈ 

    

ウ）ウ）ウ）ウ）取組を推進する体制の確立取組を推進する体制の確立取組を推進する体制の確立取組を推進する体制の確立                                                            

共通Ｉ（地域別利用促進組織設置等）・共通Ｊ・共通Ｋ 

 

⑤⑤⑤⑤    政策交通政策交通政策交通政策交通における具体的な取組における具体的な取組における具体的な取組における具体的な取組    

・乗合交通を補い、施策に応じた移動を確保する。 

主体）市の各施策担当部課 協働）地域・関係団体・市民等     

    

ア）ア）ア）ア）運行内容・運賃等の改善運行内容・運賃等の改善運行内容・運賃等の改善運行内容・運賃等の改善                                                    

共通Ａ・共通Ｂ・共通Ｃ・共通Ｄ（まちなか活性化等） 

個別ＫＫＫＫ 市街地循環バス路線新設（ぐるりんバスの市街地ルート分離） 

個別ＬＬＬＬ 市街地循環バス路線の運賃設定（１００円・子ども無料） 

個別ＭＭＭＭ 施策に応じた市送迎バスの運行水準確保 

個別ＮＮＮＮ 政策交通とその他公共交通による福祉移動支援の最適化 

 

イ）イ）イ）イ）運行情報の提供・ＰＲの改善運行情報の提供・ＰＲの改善運行情報の提供・ＰＲの改善運行情報の提供・ＰＲの改善                                            

共通Ｅ・共通Ｆ・共通Ｇ・共通Ｈ 

    

ウ）ウ）ウ）ウ）取組を推進する体制の確立取組を推進する体制の確立取組を推進する体制の確立取組を推進する体制の確立                                                                        

共通Ｉ・共通Ｊ・共通Ｋ 

 

⑥⑥⑥⑥    企業送迎・助け合い活動企業送迎・助け合い活動企業送迎・助け合い活動企業送迎・助け合い活動における具体的な取組における具体的な取組における具体的な取組における具体的な取組    

・公共交通を補い、マイカー利用からの転換を促進する。 

主体）事業者単独・共同、団体・地域コミュニティ等        

    

ア）ア）ア）ア）運行内容の改善運行内容の改善運行内容の改善運行内容の改善                                                                            

■■■■公共交通と連携した移動確保 ■■■■乗車・乗継環境の整備 

 

イ）イ）イ）イ）取組を推進する体制の確立取組を推進する体制の確立取組を推進する体制の確立取組を推進する体制の確立                                                        

■■■■地域コミュニティにおける助け合いの仕組み構築 

 

（２）（２）（２）（２）    目標設定目標設定目標設定目標設定    ･･･ 年次・数値 ※別途 

 

（３）（３）（３）（３）    推進体制推進体制推進体制推進体制    ･･･ 総合体制、個別体制 ※別途 

（３）（３）（３）（３）    取り組み方・主体の明確化に関する基本方針取り組み方・主体の明確化に関する基本方針取り組み方・主体の明確化に関する基本方針取り組み方・主体の明確化に関する基本方針    

 

第二改善方針として、市民・地域・事業者・行政等が協働し市民・地域・事業者・行政等が協働し市民・地域・事業者・行政等が協働し市民・地域・事業者・行政等が協働し、運行内容や利用環境等の改善による利便性・

有効性の向上、公共交通による地域活性化を目指す 

    

①①①①    協働体制の構築協働体制の構築協働体制の構築協働体制の構築    ････････････    地域全体（市民・地域コミュニティ・事業者・行政等）で協働体制を構築 

    

②②②②    利便性・有効性の向上利便性・有効性の向上利便性・有効性の向上利便性・有効性の向上    ････････････    各公共交通の役割に応じた運行内容・運賃・利用環境等を改善 

    

③③③③    公共交通を活用したまちづくりを推進公共交通を活用したまちづくりを推進公共交通を活用したまちづくりを推進公共交通を活用したまちづくりを推進    ････････････    賑わい拠点づくり、高齢者福祉等の様々な分野で活用 


